
 

居宅介護支援サービス重要事項説明書 

（事業の目的及び運営の方針） 

第１条  要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出

来るよう配慮して支援をおこないます。 

２  事業者（居宅介護支援事業所）は、利用者が自宅において日常生活 

  を営むために必要なサービスを適切に利用できるよう、利用者の心身  

  の状況を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等  

  を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて

サービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の

供与の提供を行います。 

３  居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている環 

  境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業  

  者から総合的かつ効率的に提供されるよう努力します。 

４  居宅介護支援にあったては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に 

  利用者の立場にたって、提供されるサービスが、特定の種類又は特定 

  の事業者に不当に偏ることがないよう公正中立におこないます。 

５  居宅介護支援にあったては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止  

  又は要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに、医療サ 

  ービスとの連携に十分配慮いたします。 

 

（サービスの内容） 

第２条   居宅介護支援にあたっては、利用者やご家族の意見を伺い、自立

支援にむけた提案をおこないます。居宅サービス計画を作成及び変更

した際は、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介やその事業者を選

定した理由の説明を行います。そして利用者及びご家族等に当該計画

書を交付して説明を行い、文書により同意を頂きます。 

  2  居宅介護支援にあたっては、居宅サービス計画の実施状況及び解決す

べき課題の把握に努め、特段の事情のない限り、少なくとも月１回以

上利用者宅を訪問し、利用者と面接しサービス実施状況の把握を行い、

結果を記録に留めます。 

  3  居宅介護支援にあたっては、利用者が要介護更新認定、要介護状態区

分の変更の認定を受けられた場合にいては、サービス担当者会議の開

催、担当者等に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要



性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めることに努め

ます。 

  4  サービスを利用する際には、あらかじめ定めた「サービス提供票」等

の書面に必要事項を記入し、必要により利用者の確認を受けます。 

  5  事業者は、一定期間ごとに（又は１ヶ月ごとに）「居宅サービス計画」 

    の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する

「サービス利用票」等の書面を作成し、利用者に説明の上交付します。 

  6  事業者は、「サービス利用票」その他の記録を作成完了後、２年間は

適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によ

りその写しを交付します。 

 

（事業者及び事業所の概要） 

第３条  事業を行う事業者の名称及び所在地は次のとおりです。 

 （１）事業者名  社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 

    代表者名  会 長   藤井 幸穂 

 （２）所在地   広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀２８０２番地５ 

 （３）電話番号  ０８２６－３２－２２２６ 

 ２ サービス提供事業所の概要は次のとおりです。 

 （１）事業所名  安芸太田町社協居宅介護支援事業所 

 （２）所在地   広島県山県郡安芸太田町大字戸河内８００番地１ 

 （３）電話番号  0826-28-1505  ＦＡＸ 0826-28-1755 

 （４）指定事業所番号 ３４７３５０００２７  

 （５）サービスの種類 居宅介護支援 

 （６）サービス提供地域 安芸太田町 

 

（事業所の職員体制及び職務内容） 

第４条  

（１）管理者     蛸瀬 千代子（常勤兼任） 

（２）介護支援専門員 指定居宅介護支援の提供 

蛸瀬 千代子（常勤兼務） 

住田 幸 （非常勤専従） 

                    

（営業日・営業時間） 

第５条   

（１）営業日  月曜日から金曜日 

   （ただし、国民の祝日及び１２月３１日から１月３日を除きます。） 



（２）営業時間 ８：００～１７：００ 

（３）その他  電話等により、２４時間常時連絡可能な体制とします。 

 

（利用者負担金） 

第６条  指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が 

   定める基準によるものとします。 

   居宅介護支援に要する費用 

   ケアマネージャー１人当たり４５件未満の場合 

要介護 1・2  （1,086単位） 10,860円 

要介護 3・4・5（1,411単位）  14,110円 

この他に特別地域居宅介護支援加算 15％が必要です。 

    当該居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利

用料の支払いは受けないものとします。 

 

  ２  介護支援専門員が通常の実施地域を越える地域に訪問、出張する必 

   要がある場合には、その旅費（実費）の支払いが必要となります。（ただ 

   し、自動車を使用した場合は、通常の実施地域を越えた地点から、路程 

   １キロメートルあたり３７円を実費徴収します。） 

  ３  前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して 

   事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名または記 

   名押印を受けるものとします。 

 

（病院または診療所に入院する場合） 

第７条  病院または診療所に入院する必要が生じた場合は、担当ケアマネの

氏名及び連絡先を当該の病院または、診療所にお伝えください。 

 

（事故発生時の対応） 

第８条  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供により事故が発生した 

   場合には、速やかに主治医、家族、町に連絡する等の措置を講ずると共 

   に管理者に報告します。また、事故の状況及び事故に際してとった処置 

   について記録するとともに、事故の原因が当方の責任に帰す場合、所定 

   の手続きを経て、損害賠償を速やかに行います。 

 

（秘密保持） 

第９条  安芸太田町社協居宅介護支援事業所において実施する、居宅介護支 

   援事業の従事者は、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を厳守 



   します。なお、この秘密保持は従業者退職後及び契約修了後も同様とし 

   ます。 

２  事業者は、利用者やその家族の個人情報を用いる場合は、その同意 

 を得ない限り、サービス担当者会議等において用いません。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第１０条 

事業者は利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその発生を予防するため次の

措置を講ずるものとします。 

１ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

にその結果について、従業者に周知徹底を行います。 

２ 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行います。 

３ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

４ 上記措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

（相談窓口・苦情対応） 

第１１条  サービスに関する相談、苦情については次の窓口で対応します。 

   苦情解決については、別紙のとおりです。 

  お客様相談コーナー 

    居宅介護支援事業所 

            電話番号  ０８２６－２８－１５０５  

           ＦＡＸ   ０８２６－２８－１７５５  

          所在地  安芸太田町大字戸河内８００番地１ 

          担当者  事業所担当者  住田 幸 

          介護サービス事業統括責任者  蛸瀬 千代子 

   

２ 公的機関においても、次の機関において苦情申し立て等が出来ます。 

  安芸太田町役場・健康福祉課 

          電話番号  ０８２６－２５－０２５０  

          所在地  安芸太田町大字下殿河内 236番地 

  広島県国民健康保険団体連合会 

          電話番号  ０８２－５５４－０７８２  

 

          ＦＡＸ   ０８２－５１１－９１２６  

          所在地  広島市中区東白島 19番 49号 

 



利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 安芸太田町社協居宅介護支援事業所 

措 置 の 概 要 

 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

    利用時間  午前8：00～午後5：00（月曜日～金曜日） 

（12月29日～1月3日・国民の祝日を除く） 

    利用方法  電話      0826-28-1505（24時間電話連絡可能な体制） 

          ファックス   0826-28-1755 

                    面接  安芸太田町社協居宅介護支援事業所相談室 

          担当者 事業所担当者 ：住田 幸 

             苦情対応責任者：蛸瀬千代子 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

1） 処理体制 

サービス事業者に起因すること       介護支援専門員に起因すること 

 

本人    （苦情申立） 
 

本人   （苦情申立） 

 

 

介護支援専門員（実態調査）  管理者   （実態調査） 

                  

                                    改善指示 

サービス事業者（処理）  介護支援専門員 （処理） 

 

 

介護支援専門員（確認・記録）  管理者   （確認・記録） 

 

 

                報告                    報告 

     役場       役場 

※ あらかじめ役場と連絡、報告の限度を設定しておき、限度内は月次報告とし、限度を超える 

  ものはその都度連絡報告をする。 

2） 処理手順 

  （1）利用者からの苦情の実態を正確に把握する。 

  （2）利用者に誤認のある場合は、正しい理解を得るように努める。 

  （3）サービス提供事業者に関係する場合は、速やかに関係サービス提供事業者に連絡する。 

  （4）ケアプランに問題がある場合は、計画の修正も含めて検討する。 

 

 

 


